
号

外

一�
平

成
十
九
年

七

月

九

日

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

目

次

条

例

○
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

同

)

三

○
日
本
郵
政
公
社
の
解
散
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

三

○
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

職
員
厚
生
課)

四

○
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

税

務

課)

四

○
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
観
光
王
国
飛ひ�だ

・
美み

濃の

条
例

(
観
光
交
流
課)

七

○
岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

建
築
指
導
課)

八

○
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

(

特
別
支
援
教
育
課)

九

○
岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

警

務

課)

九

○
岐
阜
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

(

議
事
調
査
課)

一
〇

◇
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
四
号)

一

｢

雇
用
保
険
法｣

等
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
雇
用
保
険
に
係
る
基
本
手
当
の
受
給
資
格
要
件

等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
失
業
者
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
五
号)

一

｢

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例

２

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
日
本
郵
政
公
社
の
解
散
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

条
例
第
三
六
号)

一

郵
政
民
営
化
に
よ
り
日
本
郵
政
公
社
が
解
散
す
る
こ
と
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要

の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例

２

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例

３

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
七
号)

( ) 平成19年７月９日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(
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金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
七
月
九
日



一
｢

恩
給
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
退
隠
料
の
受
給
権
が
消
滅
し
た
場
合
等
に
お
け
る
過
誤

払
い
分
の
金
額
に
つ
い
て
、
相
続
人
等
に
支
払
う
べ
き
退
隠
料
か
ら
の
充
当
等
に
よ
っ
て
調
整

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
〇
条
の
二
及
び
第
一
〇
条
の
三
関
係)

二

｢
恩
給
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
る
成
年
の
子
へ
の
遺
族
扶
助
料

の
支
給
に
つ
い
て
、
職
員
の
死
亡
の
当
時
よ
り
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て

加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四
一
条
関
係)

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
二
に
つ
い
て
は
平
成
一

九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
三
八
号)

一

｢

信
託
法｣

の
制
定
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
観
光
王
国
飛ひ�だ

・
美み

濃の

条
例

(
条
例
第
三
九
号)

一

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
観
光
産
業
を
基
幹
産
業
と
し
て
発
展

さ
せ
、
も
っ
て
飛�
・
美
濃
の
特
性
を
い
か
し
た
誇
り
の
持
て
る
ふ
る
さ
と
を
つ
く
る
こ
と
を

め
ざ
す
こ
と
と
し
た
。(

第
一
条
関
係)

二

合
い
言
葉
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

三

県
の
役
割
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
三
条
関
係)

四

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
を
進
め
る
し
く
み
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
四

条
〜
第
七
条
関
係)

五

お
も
て
な
し
の
心
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
八
条
関
係)

六

積
極
的
に
推
進
す
る
観
光
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
九
条
〜
第
一
一
条
関
係)

七

よ
り
多
く
の
観
光
客
に
来
て
も
ら
う
た
め
、
次
の
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一

二
条
〜
第
一
四
条
関
係)

１

周
辺
の
地
域
や
団
体
と
の
連
携

２

世
界
中
の
人
た
ち
と
の
交
流

３

観
光
客
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

八

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
の
日
を
八
月
二
一
日
と
定
め
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
五
条
関
係)

九

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
実
施
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
六

条
関
係)

十

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
白
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
一
七
条
関
係)

十
一

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

条
例
第
四
〇
号)

一

｢

租
税
特
別
措
置
法｣

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

１

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例

２

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
一

号)

一

岐
阜
県
立
岐
阜
本
巣
特
別
支
援
学
校
を
岐
阜
市
に
、
岐
阜
県
立
海
津
特
別
支
援
学
校
を
海
津

市
に
設
置
す
る
た
め
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。(

別
表
第
二
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
四
二
号)

一

｢

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律｣

の
施
行
に
伴
い
、
警
察
本
部
刑
事
部
の

所
掌
事
務
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
事
項
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二

条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条

例
第
四
三
号)

一

議
会
の
議
決
の
対
象
と
す
る
県
の
基
本
計
画
等
に
、
少
子
化
対
策
に
関
す
る
計
画
を
新
た
に

加
え
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
関
係)

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
条
例
第
三
十
四
号

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例(

昭
和
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢
六
月
以
上｣

を｢

十
二
月
以
上(

特
定
退
職
者(

雇
用
保
険
法(

昭
和
四
十

九
年
法
律
第
百
十
六
号)
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

に
あ
つ
て
は
、

六
月
以
上)｣

に
、｢

雇
用
保
険
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号)｣

を｢

同
法｣

に
、｢

同
法

第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
受
給
資
格
者
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
を
同
項｣

を

｢

特
定
退
職
者
を
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

六
月
以
上｣

を｢

十
二
月
以
上(

特
定
退
職
者
に
あ
つ
て
は
、
六
月
以
上)｣

に
改
め
る
。

第
二
条

岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
七
項
中｢

又
は
船
員
保
険
法(

昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号)｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
三
項
の

規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
第
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
以
後
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
退
職

に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
職
手
当
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

は
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号)

附
則
第
四
十
二
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員

保
険
法(

昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
に
対

し
て
支
給
し
て
は
な
ら
な
い
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
育
児
休

業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
岐
阜
県
職
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
二
年
岐

阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
三
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

第
九
条
第
一
項｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九

年
法
律
第
四
十
四
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

日
本
郵
政
公
社
の
解
散
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
六
号

日
本
郵
政
公
社
の
解
散
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
風
致
地
区
条
例(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

(

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
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第
十
四
条
第
二
号
ロ
中｢

及
び
日
本
郵
政
公
社｣

を
削
る
。

(
岐
阜
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

岐
阜
県
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
ロ
中｢

及
び
日
本
郵
政
公
社｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
風
致
地
区
条
例
第
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
郵
政
公
社(

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号)

に
基
づ
き
設
立
さ
れ
る
日
本
郵
政
公
社
を
い
う
。)

が
行
っ
て
い

る
協
議
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号

岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例(

昭
和
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
条
ノ
二

退
隠
料
ノ
支
給
ヲ
停
止
ス
ベ
キ
事
由
ガ
生
ジ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
其
ノ
支
給
ヲ
停
止
ス
ベ

キ
期
間
ノ
分
ト
シ
テ
退
隠
料
ガ
支
払
ハ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
支
払
ハ
レ
タ
ル
退
隠
料
ハ
其
ノ
後
ニ

支
払
フ
ベ
キ
退
隠
料
ノ
内
払
ト
看
做
ス
コ
ト
ヲ
得
退
隠
料
ヲ
減
額
シ
テ
改
定
ス
ベ
キ
事
由
ガ
生
ジ

タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
其
ノ
事
由
ガ
生
ジ
タ
ル
月
ノ
翌
月
以
後
ノ
分
ト
シ
テ
減
額
セ
ザ
ル
額
ノ
退
隠
料
ガ

支
払
ハ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
退
隠
料
ノ
其
ノ
減
額
ス
ベ
カ
リ
シ
部
分
ニ
付
亦
同
ジ

第
十
条
ノ
三

退
隠
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
死
亡
ニ
因
リ
其
ノ
退
隠
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ガ
消
滅
シ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
其
ノ
死
亡
ノ
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
ノ
分
ト
シ
テ
当
該
退
隠
料
ノ

過
誤
払
ガ
行
ハ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当
該
過
誤
払
ニ
依
ル
返
還
金
ニ
係
ル
債
権(

以
下｢

返
還
金

債
権｣

ト
称
ス)

ニ
係
ル
債
務
ノ
弁
済
ヲ
為
ス
ベ
キ
者
ニ
支
払
フ
ベ
キ
退
隠
料
ア
ル
ト
キ
ハ
別
ニ

定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当
該
退
隠
料
ノ
支
払
金
ノ
金
額
ヲ
当
該
過
誤
払
ニ
依
ル
返
還
金
債
権
ノ
金
額
ニ

充
当
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
条
第
一
項
中｢

妻
、
未
成
年
者
ノ
子
、
夫｣

を｢

配
偶
者
、
未
成
年
ノ
子｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中｢

夫
又
ハ｣

を
削
り
、
同
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
四
十
三
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
ノ
二

夫
ニ
給
ス
ル
遺
族
扶
助
料
ハ
其
ノ
者
六
十
歳
ニ
満
ツ
ル
月
迄
之
ヲ
停
止
ス
但
シ

重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
者
又
ハ
職
員
ノ
死
亡
ノ
当
時
ヨ
リ
重
度
障

害
ノ
状
態
ニ
在
ル
者
ニ
付
テ
ハ
此
等
ノ
事
情
ノ
継
続
ス
ル
間
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
四
十
六
条
中｢

前
二
条｣

を｢

前
三
条｣

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中｢

夫
又
ハ｣

を
削
る
。

第
二
条

岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
中｢

重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ｣

を｢

職
員
ノ
死
亡
ノ
当
時
ヨ
リ
重
度
障
害
ノ
状
態

ニ
在
リ
且｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
三
月

三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

３

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二

条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
遺
族
扶
助
料
を
受
け
る
権
利
又
は
資
格
を
有
す
る
成
年
の
子
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
第
四
十
一
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中｢

個
人
の
県
民
税｣

の
下
に｢(

法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
個
人

に
対
し
て
課
す
る
法
人
税
割
を
除
く
。
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条

に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、｢

第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で｣

を｢

第
三
十
二
条
及
び
第
三

十
四
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で｣
に
、｢)

の
県
民
税｣

を｢)

並
び
に
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を

行
う
個
人
の
県
民
税(

当
該
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
個
人
の
県
民
税
に
あ
つ
て
は
、
法
人
税

割
に
限
る
。)｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中｢

均
等
割
額
に
よ
つ
て｣

の
下
に｢

、
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は

法
人
税
割
額
に
よ
つ
て｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中｢

本
節｣

を｢

こ
の
節｣

に
改
め
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
法
人
税
を
課
さ
れ
る
個
人
で
県
内
に
事
務

所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
も
の

第
十
八
条
第
二
項
中｢

本
節｣

を｢

こ
の
節｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

本
節｣

を｢

こ
の
節｣

に
、｢

行
な
う
も
の｣

を｢

行
う
も
の
又
は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
も
の｣

に
、｢

を
行
な
う

事
務
所｣

を｢

又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事
務
を
行
う
事
務
所｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

収
益

事
業｣

の
下
に｢

又
は
法
人
課
税
信
託
の
信
託
事
務｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
中｢
行
な
う｣

を｢

行

う｣

に
改
め
、｢

含
む
。)｣

の
下
に｢

又
は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
も
の｣
を
加
え
、｢

本
節｣

を｢

こ
の
節｣

に
改
め
、｢

こ
れ
に｣

を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中｢

法
人
等｣

の
下
に｢

及
び
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
個
人｣
を
加

え
る
。

第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
中｢

信
託
会
社(

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律(
昭

和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号)

に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規

定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。)｣

を｢

法
の
施
行
地
に
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人｣

に
、

｢

合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
投
資
信
託
以
外
の
投
資
信
託(

所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
特
定
投
資
信
託
以
外
の
投
資
信
託
を
い
う
。
以
下
本
条｣

を｢

集
団
投
資
信
託(

国
内
に
あ
る
営

業
所
に
信
託
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条｣

に
、｢

合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
投
資
信
託
以
外

の
投
資
信
託
の｣

を｢

集
団
投
資
信
託
の｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
投

資
信
託
以
外
の
投
資
信
託｣

を｢

集
団
投
資
信
託｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中｢

及
び
第
三
号｣

を
削
り
、
同
号
ロ
中｢

第
七
十
二
条
の
二
十
四
の

七
第
六
項
各
号｣

を｢

第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
五
項
各
号｣

に
、｢

、
第
二
項
第
一
号
及
び
第

四
項
第
二
号｣

を｢

及
び
第
三
項
第
二
号｣

に
改
め
、｢

財
団｣

の
下
に｢

、
第
六
項
に
規
定
す
る
個

人｣

を
加
え
、｢

第
二
条
第
十
九
項｣

を｢

第
二
条
第
十
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同

項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

第
七
十
二
条
の
二
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で｣

を

｢

第
七
十
二
条
の
二
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

、
収
益
事
業｣

の
下
に

｢

又
は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け｣

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
個
人
に
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
の
行
う
事
業
に
対
す

る
事
業
税
を
課
す
る
ほ
か
、
法
人
と
み
な
し
て
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
を
課
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
号
中｢

及
び
第
三
号｣

を
削
り
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第

二
号
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
五
の
見
出
し
を｢(

所
得
割
の
課
税
標
準
の
算
定
の
方
法)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

並

び
に
同
条
第
二
号
の
各
特
定
信
託
の
各
計
算
期
間
の
所
得｣

を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中｢

特
定
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
法
人
の
行
う
信
託
業(

特
定
信
託
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

並
び
に｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中｢

又
は
第
二
項
の
各
特
定
信
託
の
各
計
算
期
間
の
所
得｣

及
び｢

又
は
各
特
定
信
託
の
各
計

算
期
間
の
所
得｣

を
削
り
、｢

又
は
第
二
項
の
規
定｣

を｢

の
規
定｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
ニ
を
削

り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

特
別
法
人

各
事
業
年
度
の
所
得
及
び
清
算
所
得
に
百
分
の
六
・
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三

そ
の
他
の
法
人

各
事
業
年
度
の
所
得
及
び
清
算
所
得
に
百
分
の
九
・
六
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
四
十
二
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中｢

又
は
各
特
定
信
託
の
計
算
期
間
が
一

年
に
満
た
な
い
場
合｣

及
び｢

又
は
第
二
項｣

を
削
り
、｢

第
一
項
中｣

を｢

同
項
中｣

に
改
め
、｢

、

第
二
項
中｢

年
四
百
万
円｣

と
あ
る
の
は｢

四
百
万
円
に
当
該
計
算
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を

十
二
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額｣

と
、｢

年
八
百
万
円｣

と
あ
る
の
は｢

八
百
万
円
に
当
該
計
算
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額｣

と｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
六
項
中｢

第
四
項｣

を｢

第
三
項｣

に
、｢

若
し
く
は｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、｢

又
は
各

特
定
信
託
の
各
計
算
期
間
の
所
得｣

、｢

又
は
各
計
算
期
間｣

及
び｢

又
は
計
算
期
間｣

を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中｢

若
し
く
は
収
入
割
又
は
各
特
定
信
託
の
各
計
算
期
間
に
係
る
特
定
信
託
所

得
割｣

を｢

又
は
収
入
割｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
五
号
中｢

又
は
各
計
算
期
間｣

を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
四
中｢
第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
一
号｣

を｢

第
七
十
二
条
の
二
第
十
項
第
一
号｣
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に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
六
第
一
項
第
四
号
中｢

第
七
十
二
条
の
二
第
九
項
第
五
号｣

を｢

第
七
十
二
条
の
二

第
十
項
第
五
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
三
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

合
計
所
得
金
額｣

の
下
に｢(

法
第
二

十
三
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
、

｢

こ
の
項｣

を｢

こ
の
条｣
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
第
三
条
の
四
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

附
則
第
六
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二

削
除

附
則
第
六
条
の
二
の
二
中｢

同
条
第
四
項
第
二
号
イ｣

を｢

同
条
第
三
項
第
二
号｣

に
、｢

同
条
第

五
項｣

を｢

同
条
第
四
項｣

に
改
め
、｢

又
は
第
二
項｣

及
び｢

、
第
二
項｣

を
削
り
、｢

前
項
第
二
号

イ｣

を｢

前
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
十
二
項
中｢

第
四
条｣

を｢

第
三
条｣
に
、｢

第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九

条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中｢

第

二
条
第
十
九
項｣

を｢

第
二
条
第
十
二
項｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

29

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
事
業
者
が
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
建
替
計
画(

施
行
令
附
則
第
七
条
第
三
十
項
に
規
定
す

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。)

に
記
載
さ
れ
た
同
法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
新

築
す
る
建
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
土
地
の
価
格
の
五
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か

ら
控
除
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
第
二
項
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣
を｢
第

三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
中｢

証
券
取
引
法｣

を｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
、｢

第
二
条
第

二
十
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
先
物
取
引｣

を｢

第
二
十
八
条
第
八
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
取
引｣

に

改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
中｢

証
券
取
引
法｣

を｢

金
融
商
品
取
引
法｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

及
び
各
計
算
期
間
分｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
信
託
法(

平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
三
条
の
三
の
二
及
び
第
三
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定

公
布
の

日
二

附
則
第
十
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定

平
成
二
十
年
四
月
一
日

三

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
改
正
規
定(｢

第
二
条
第
十
九
項｣

を｢

第
二
条
第
十
二
項｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

並
び
に
附
則
第
七
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
十
一
条
の
二
の

二
第
一
項
並
び
に
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
改
正
規
定

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律(

平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
五
号)

の
施
行
の
日

四

附
則
第
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律(

平
成
十
九
年
法
律
第
十
九
号)

の
施
行
の
日

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る

部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
不

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

信
託
法
の
制
定
に
伴
う
県
民
税
及
び
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

新
条
例
第
十
八
条
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
信
託
法
の
施
行

の
日
以
後
に
効
力
が
生
ず
る
信
託(

遺
言
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
に
遺
言
が

さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
八
年

法
律
第
百
九
号)

第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第

二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
二
項
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
新
法
信
託
と
さ
れ
た
信
託(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

新
法
信
託｣

と
い
う
。)

を

含
む
。)

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
効
力
が
生
じ
た
信
託(

遺
言
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
あ
っ

て
は
同
日
前
に
遺
言
が
さ
れ
た
も
の
を
含
み
、
新
法
信
託
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
次
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
第
三
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に

つ
い
て
信
託
法
の
施
行
の
日
以
後
に
徴
収
さ
れ
る
利
子
割
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
改
正
前
の
岐
阜

県
税
条
例
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
又
は
特
定
投
資
信
託
以
外
の
信
託

財
産
に
つ
い
て
同
日
前
に
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
観
光
王
国
飛ひ�だ

・
美み

濃の

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
三
十
九
号

み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
観
光
王
国
飛ひ�だ

・
美み

濃の

条
例

私
た
ち
は
、
古
く
か
ら｢
飛�
の
国
、
美
濃
の
国｣

と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
の
岐
阜
県
を
愛
し
て
や
み

ま
せ
ん
。

こ
の
地
は
、
春
に
は
桜
色
に
包
ま
れ
、
夏
に
は
深
い
緑
に
お
お
わ
れ
、
秋
に
は
森
は
赤
や
黄
色
に
染

ま
り
、
平
野
は
黄
金
色
に
輝
き
、
冬
に
は
白
く
雪
化
粧
を
す
る
な
ど
、
自
然
の
生
み
だ
す
五
色
の
彩
り

に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
に
は
、
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
は
、
日
本
の
東
西
交
流
の
中
心
地
と
し
て
、
重
要
な
歴
史
の
舞
台
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
地

の
利
を
い
か
し
た
独
自
の
文
化
が
育
ま
れ
、
商
い
も
活
発
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
を
南
北
に
結
ぶ
交
通
網
が
充
実
す
る
今
日
、
飛�
・
美
濃
は
、
日

本
の
東
西
南
北
の
交
流
の
中
心
と
し
て
、
明
日
の
舞
台
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

お
り
し
も
、
団
塊
の
世
代
の
人
々
の
癒い

や

し
や
自
ら
の
再
発
見
を
求
め
た
ふ
る
さ
と
回
帰
が
進
ん
で
い

ま
す
。

さ
あ
、
飛�
・
美
濃
に
と
っ
て
大
交
流
時
代
の
幕
開
け
で
す
。

日
本
の
ふ
る
さ
と
の
良
さ
を
す
べ
て
持
っ
た
飛�
・
美
濃
が
、
県
内
外
の
人
た
ち
に
癒
し
を
与
え
、

心
に
ゆ
と
り
を
与
え
る
と
こ
ろ
と
し
て
輝
く
と
き
で
す
。

観
光
は
、
単
に
観
光
産
業
だ
け
で
は
な
く
、
製
造
業
、
農
林
水
産
業
な
ど
、
幅
広
く
地
域
経
済
へ
効

果
を
も
た
ら
す
、
す
そ
野
の
広
い
も
の
で
あ
り
、
み
ん
な
で
大
切
に
育
て
る
べ
き
も
の
で
す
。
こ
う
し

た
観
光
に
よ
る
交
流
を
広
げ
る
取
組
は
、
明
日
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
つ
な
が
り
ま
す
。

飛�
・
美
濃
に
は
、
森
林
、
河
川
、
温
泉
な
ど
の
素
晴
ら
し
い
自
然
、
歴
史
、
文
化
、
産
業
な
ど
、

日
本
の
貴
重
な
財
産
と
し
て
、
世
界
に
誇
れ
る
も
の
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
自
信
を
持
っ
て
、
各
地
か
ら
多
く
の
人
た
ち
に
こ
の
地
へ
観
光
に
訪
れ
て
い
た
だ
く
た

め
、
総
力
を
あ
げ
て
、
飛�
・
美
濃
の
じ
ま
ん
を
知
っ
て
も
ら
い
、
見
つ
け
だ
し
、
創つ
く

り
だ
す
飛�
・

美
濃
じ
ま
ん
運
動
を
進
め
ま
す
。
そ
し
て
、
飛�
・
美
濃
を
、
誇
り
の
持
て
る
ふ
る
さ
と
へ
と
発
展
さ

せ
て
い
く
た
め
、
観
光
王
国
飛�
・
美
濃
を
私
た
ち
み
ん
な
で
つ
く
り
ま
す
。

(

め
ざ
す
も
の)

第
一
条

私
た
ち
は
、
飛�
・
美
濃
の
じ
ま
ん
を
知
っ
て
も
ら
い
、
見
つ
け
だ
し
、
創
り
だ
す
飛�
・

美
濃
じ
ま
ん
運
動(

以
下｢

じ
ま
ん
運
動｣

と
い
い
ま
す
。)

に
取
り
組
む
こ
と
で
、
観
光
産
業
を

基
幹
産
業
と
し
て
発
展
さ
せ
、
も
っ
て
飛�
・
美
濃
の
特
性
を
い
か
し
た
誇
り
の
持
て
る
ふ
る
さ
と

を
つ
く
り
ま
す
。

(

合
い
言
葉)

第
二
条

私
た
ち
は
、｢

知
っ
て
も
ら
お
う
、
見
つ
け
だ
そ
う
、
創
り
だ
そ
う

ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん｣

を
合
い
言
葉
に
、
じ
ま
ん
運
動
に
み
ん
な
で
取
り
組
み
ま
す
。

(

県
の
役
割)

第
三
条

県
は
、
じ
ま
ん
運
動
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
施
策
を
定
め
、
計
画
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

２

県
は
、
県
民
、
市
町
村
、
観
光
事
業
者
、
観
光
に
関
す
る
団
体
な
ど
が
、
共
通
の
認
識
の
も
と
に

お
互
い
連
携
で
き
る
よ
う
、
総
合
的
な
調
整
を
行
い
ま
す
。

３

県
は
、
道
路
を
は
じ
め
と
し
た
交
通
網
な
ど
、
観
光
に
必
要
な
基
盤
を
整
備
し
ま
す
。

(

じ
ま
ん
運
動
を
進
め
る
し
く
み)

第
四
条

県
は
、
じ
ま
ん
運
動
の
方
向
性
な
ど
を
検
討
す
る
し
く
み
と
し
て
飛�
・
美
濃
の
観
光
を
考

え
る
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
い
ま
す
。)

を
つ
く
り
ま
す
。

２

県
は
、
飛�
・
美
濃
全
体
に
か
か
わ
る
じ
ま
ん
運
動
を
進
め
る
し
く
み
と
し
て
飛�
・
美
濃
じ
ま

ん
県
民
会
議(

以
下｢

県
民
会
議｣

と
い
い
ま
す
。)

を
つ
く
り
ま
す
。

３

県
は
、
市
町
村
な
ど
と
協
力
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
じ
ま
ん
運
動
を
進
め
る
し
く
み
と
し

て
飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
地
域
会
議(

以
下｢

地
域
会
議｣

と
い
い
ま
す
。)

を
つ
く
り
ま
す
。

４

県
民
会
議
と
地
域
会
議
は
、
一
体
と
な
っ
て
じ
ま
ん
運
動
を
進
め
ま
す
。

(

知
っ
て
も
ら
お
う
ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん)

第
五
条

私
た
ち
は
、
ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん
を
県
内
外
の
人
た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
あ
ら
ゆ
る

機
会
を
利
用
し
て
積
極
的
に
情
報
を
発
信
し
ま
す
。

２

私
た
ち
は
、
豊
か
な
風
土
に
育
ま
れ
た
農
林
水
産
物
、
匠
の
技
に
よ
り
作
り
だ
さ
れ
た
地
場
産
品

な
ど
を
積
極
的
に
活
用
す
る
と
と
も
に
販
売
し
ま
す
。

(
見
つ
け
だ
そ
う
ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん)

第
六
条

私
た
ち
は
、
ふ
る
さ
と
の
隠
れ
た
じ
ま
ん
を
見
つ
け
だ
す
た
め
、
ふ
る
さ
と
に
つ
い
て
学
び

ま
す
。

２

私
た
ち
は
、
次
の
時
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
ふ
る
さ
と
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

学
校
、
地
域
、
家
庭
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
ふ
る
さ
と
教
育
を
進
め
ま
す
。
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(
創
り
だ
そ
う
ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん)

第
七
条

私
た
ち
は
、
ふ
る
さ
と
の
じ
ま
ん
を
素
敵
な
も
の
に
育
て
る
と
と
も
に
、
新
し
い
ふ
る
さ
と

の
じ
ま
ん
を
創
り
だ
し
ま
す
。

２

私
た
ち
は
、
地
場
産
業
や
地
域
産
業
が
活
発
に
な
る
よ
う
、
ふ
る
さ
と
の
特
性
を
い
か
し
た
ブ
ラ

ン
ド
力
の
あ
る
商
品
の
開
発
に
取
り
組
み
ま
す
。

(

お
も
て
な
し
の
心)

第
八
条

私
た
ち
は
、｢
い
い
旅

ふ
た
旅

ぎ
ふ
の
旅｣

を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
飛�
・
美
濃

に
一
人
で
も
多
く
の
お
客
様
に
何
度
で
も
お
越
し
い
た
だ
き
、
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
、
一
人
一

人
が
お
も
て
な
し
の
心
で
お
客
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

(

美
し
い
自
然
を
守
る
観
光)

第
九
条

私
た
ち
は
、
豊
か
で
美
し
い
自
然
を
守
る
と
と
も
に
、
自
然
を
観
察
し
た
り
体
験
し
な
が
ら

そ
の
し
く
み
を
学
び
、
大
切
に
す
る
観
光
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

(

ふ
る
さ
と
の
文
化
に
ふ
れ
る
観
光)

第
十
条

私
た
ち
は
、
古
い
ま
ち
な
み
や
素
晴
ら
し
い
ふ
る
さ
と
の
文
化
な
ど
を
大
切
に
し
、
後
世
に

伝
え
る
と
と
も
に
、
お
客
様
に
こ
の
文
化
に
ふ
れ
て
い
た
だ
け
る
観
光
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

(

も
の
づ
く
り
の
心
に
ふ
れ
る
産
業
観
光)

第
十
一
条

私
た
ち
は
、
伝
統
技
術
を
持
つ
匠
の
技
や
歴
史
的
・
文
化
的
な
価
値
の
高
い
工
場
、
機
械

設
備
な
ど
の
も
の
づ
く
り
の
現
場
や
製
品
な
ど
を
通
じ
て
、
も
の
づ
く
り
の
心
に
ふ
れ
る
産
業
観
光

を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

(

周
り
の
地
域
や
団
体
と
の
連
携)

第
十
二
条

私
た
ち
は
、
一
人
で
も
多
く
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
周
り
の
地
域
や
広

域
的
な
観
光
に
関
す
る
団
体
と
連
携
し
、
協
力
し
て
お
客
様
を
お
迎
え
し
ま
す
。

(

世
界
中
の
人
た
ち
と
の
交
流)

第
十
三
条

私
た
ち
は
、
観
光
施
設
の
案
内
や
表
示
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
言
語
で
書
き
表
す
な
ど
、

外
国
か
ら
の
お
客
様
に
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
ま
す
。

２

県
は
、
世
界
中
か
ら
多
く
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
外
国
と
の
文
化
・
経
済
交
流
、

青
少
年
の
交
流
な
ど
を
積
極
的
に
応
援
し
ま
す
。

(

お
客
様
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り)

第
十
四
条

県
は
、
市
町
村
な
ど
と
協
力
し
て
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

な
ど
、
年
齢
、
性
別
、
障
害
の
有
無
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
客
様
に
楽
し
く
す
ご
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
心
が
け
ま
す
。

２

私
た
ち
は
、
観
光
施
設
の
ト
イ
レ
を
き
れ
い
に
す
る
な
ど
、
お
客
様
に
気
持
ち
よ
く
観
光
を
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
ま
す
。

(

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
の
日)

第
十
五
条

県
は
、
八
月
二
十
一
日
を
飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
の
日
と
し
ま
す
。

(

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
実
施
計
画)

第
十
六
条

県
は
、
じ
ま
ん
運
動
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
実
施
計
画
を

定
め
ま
す
。

２

県
は
、
飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
運
動
実
施
計
画
を
定
め
る
と
き
や
変
更
す
る
と
き
は
、
委
員
会
と
県

民
会
議
の
意
見
を
き
き
ま
す
。

(

飛�
・
美
濃
じ
ま
ん
白
書)

第
十
七
条

県
は
、
毎
年
度
、
じ
ま
ん
運
動
の
成
果
を
白
書
と
し
て
ま
と
め
、
評
価
や
検
証
を
し
、
次

の
運
動
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

(

そ
の
他)

第
十
八
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
こ
と
の
ほ
か
、
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
定
め
ま
す
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

２

岐
阜
県
観
光
審
議
会
設
置
条
例(

昭
和
四
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号)

は
、
廃
止
し
ま
す
。

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
号

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
及
び
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

(

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

岐
阜
県
手
数
料
徴
収
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
五
十
二
の
項
第
一
号
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ｣

を｢

第
三
十
一
条
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岐
阜
県
立
長
良
特
別
支
援

学
校

岐
阜
県
立
岐
阜
聾
学
校

岐
阜
県
立
岐
阜
盲
学
校

岐
阜
市

立
郡
上
特
別
支
援

支
援

支
援 岐

阜
県
立
岐
阜
本
巣
特
別

支
援
学
校

岐
阜
県
立
岐
阜
希
望
が
丘

特
別
支
援
学
校

岐
阜
県
立
長
良
特
別
支
援

学
校

岐
阜
県
立
岐
阜
聾
学
校

岐
阜
県
立
岐
阜
盲
学
校

海
津
市

郡
上
市

岐
阜
県
立
岐
阜
希
望
が
丘

特
別
支
援
学
校

郡
上
市

岐
阜
市

岐
阜
県
立
海
津
特
別

学
校

岐
阜
県
立
郡
上
特
別

学
校

岐
阜
県

学
校

の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ｣

に
、｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ｣

を｢

第
六
十
二
条
の

三
第
四
項
第
十
五
号
ハ｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ｣

に
、｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

を｢

第

六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ｣

に
改
め
る
。

(

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
二
十
一
の
項
第
三
号
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ｣

を｢

第
三
十
一
条

の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ニ｣

を｢

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
ニ｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四

項
第
十
四
号
ハ｣

を｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

第
六

十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ｣

を｢

第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
十
九
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
二
中

を

｣

｢

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号

( ) 平成19年７月９日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
警
察
本
部
組
織
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
二�
を
削
り
、
三�
を
二�
と
し
、
四�
を
三�
と
し
、
五�
を
四�
と
し
、
六�
を
五�
と
し
、

七�
を
六�
と
し
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七�
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
事
項

八�
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号

岐
阜
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
行
政
に
係
る
基
本
的
な
計
画
の
議
決
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

少
子
化
対
策
に
関
す
る
計
画

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
策
定
さ
れ
る
基
本
計
画
等
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
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平
成
十
九
年
七
月
九
日
印
刷

平
成
十
九
年
七
月
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


